
出前授業（選挙講座）

～選挙運動編～

選挙運動

①特定の選挙

②特定の候補者 ３要件

③当選を目的

選挙運動の具体例：

知人・友人に直接投票や応援を依頼する

電話により投票や応援を依頼する

選挙運動メッセージをＳＮＳなどで広める

このたびの選挙では、

○○さんを当選

させよう !



公示（告示日） 投票日の前日

できない できる できない

「選挙運動」を行うとき、どういうことに気をつけ

ればいいの？

「選挙運動」には、いろいろな規制があるよ

時期
に関する規制

内容
に関する規制

年齢
に関する規制

その他

知らないうちに

法律違反に

ならないようにしよう

①時期
に関する規制

ポイント：選挙運動の期間

選挙運動は選挙運動期間しかできない

選挙運動期間



・電子メールは不可

・ＨＰ等を印刷して配らない ・嘘(うそ)・誹謗中傷(ひぼうちゅうしょう)

・文書を作成して配らない

・他人が作成した文書等をコピーや印刷して配らない

②内容
に関する規制

ポイント：インターネットによる

選挙運動

ウェブサイト等（ＨＰ、ブログ、ツイッターやＦＢ、ＬＩＮＥ等のＳＮＳ等）を利用した選挙

運動ができる

③内容
に関する規制

ポイント：文書等による選挙運動

選挙運動として配れる文書は法定のものだけ



・友達間でも人気投票は行わない。

・選挙運動に誘うときは、

１８歳以上の人を誘おう。

④内容
に関する規制

ポイント：人気投票の公表の禁止

実際の選挙の前に、当選を予想する

人気投票を行い、公表することはできない。

⑤年齢
に関する規制

ポイント：１８歳未満の選挙運動の

禁止

１８歳未満の者は選挙運動ができない



・受けた側も対象

・他人の投票に干渉しない

⑥その他
に関する規制

ポイント：買収

当選(落選)させるために金品を贈ったり、

もてなしたりすることはできない。

⑦その他
に関する規制

ポイント：投票の秘密保持

投票の秘密は守られる



選挙運動できる時期か

「選挙運動」のチェック

インターネットを利用する場合：電子メールではないか

文書等を配る場合：法定のものか

実際の選挙前に人気投票を行わない

１８歳未満の人が選挙運動をしていないか

金品やもてなしを、贈ったり受けたりしていないか

投票の秘密を守っているか


